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　【論点１】「医療的ケアスコア」で利用できる医療的ケア児の支援量が決まるルールを作るべきである。

<解決策の方向性>
・医療的ケア児の生後から切れ目ない支援の在り方・・障害固定6か月の医療的ケア児・者の対象緩和

-人員配置加算ではなく、子ども一人ひとりへの報酬とする。
-医療的ケアそのものへの報酬を検討する。
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的ケアを支援する仕組みを作る。
（現状、退院直後は在宅でほぼ母一人でケアしている）

<実現に向けた手段の提案>
１）医療的ケアができるヘルパーを増やす
２）相談支援専門員(医療的ケア児コーディネーターが退
院直後から関われるようにする
①(医療的ケアができるヘルパーに)インセンティブをしっ
かりつける
②退院前から母と一緒にヘルパーや訪問看護師が医療的ケ
アのトレーニングができる仕組みを作る
（3号研修*の中の実地研修として）
③医療的ケアができるヘルパーの許可証発行など、時間が
かかりすぎる点を改善する（現状では1か月かかる）
　　　
*1号研修、2号研修、3号研修

　　　　1号：4つの医療行為(口鼻の痰の吸引、気管内の痰の吸引、経鼻胃管の注入、胃瘻の注入)を誰にでもできる
　　　　2号：4つの行為のうちの1つだけを誰にでもできる
　　　　3号：4つの行為を特定の人にできる

（研修者の資格を持った看護師の研修と研修実施済みの許可証が必要）

④ヘルパーができる医療行為は４つ（口鼻の痰の吸引、気管内の痰の吸引、経鼻胃管の注入、胃瘻の注入）だ
が、家庭で行っている医療的ケアの実際と合っていないので、合わせる必要がある。

図 1：医療的ケア児のアセスメント 図 2：医療的ケア児者の6類型

図 3-1：在宅生活の基盤づくりに必要なサービス



図 4：日常的に家族が行っている医療ケア
３）市区町村の窓口で拒否されるケースを減らすために、支給基準の通知が必要である
論点2：行動障害のある医療的ケア児を行動援護の対象とすべきである

・医療的ケア児にとっては、たとえ軽くても行動障害は命にかかわることがある
・今回の研究ではっきりしたエビデンスが取れた・・資料参照（動画・アンケート結果）　
・医療的ケアがあり、医師が命にかかわるリスクがあると評価した医療的ケア児は強度行動障害スコア20点相
当とし、強度行動障害の支援が使えるようにすべき

論点3：重度障害者等包括支援の適用と運用の見直しをすべきである

・18歳以下は5領域11項目の判定で区分3以上が対象
・医療的ケア児は区分2相当がかなりいる
・区分2になる要因は、（特に動ける医療的ケア児の 場
合）知的・運動機能の評価が低くなるため
・制度としては良いが、実際にあまり使われていない
（認知されていない。(単価が安いので)事業所側に使うメリットがない）

論点4：重度訪問介護（現在成人のみが対象）の適用の見直しをすべきである

・ALSや筋ジストロフィーの成人の患者がこの制度を使って自立している人もいる良い制度
・子どもに使えないので、医療的ケア児には全く適用されない→法律改正が必要
・現状では大学への通学は対象だが、高等学校への通学は対象外
・現状としては吸引と注入以外のあらゆる医療的ケアがされている(本人との契約に基づくサービス提供)

図 3-3：学齢期に必要なサービス


